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 毎年、兵庫県下各地域を持ち回りで開催している「ふれあい

フェスティバル」は、今年は阪神・淡路大震災 25 年目の節目

であることを踏まえ、県立三木総合防災公園にて、令和元年

10月 26日（土）、27日（日）に開催されます。 

このたび、「ふれあいの祭典 ふれあいフェスティバル in 北播

磨」のパンフレットを作成するにあたり、広告を掲載してくださる

事業所が募集されていますので PR に活用されてはいかがで

しょうか。 

※発行は 10,000部で、A4 フルカラー20ページになります。 

※ブースに出店・出展されない方でもお申込みいただけます。 

※多可町ふれあいまつりとは関係ありません。 

 

広告サイズ・金額（予定） 

広告サイズ 協賛金額 

1 ページ   （縦 27.7㎝×横 19.1㎝） 30万円 

1/2 ページ （縦 13.5㎝×横 19.1㎝） 15万円 

1/4 ページ （縦 6.5㎝×横 19.1㎝） 8万円 

1/6 ページ （縦 8.9㎝×横 9.3㎝） 6万円 

1/8 ページ （縦 6.5㎝×横 9.3㎝） 4万円 

1/18 ページ（縦 4.2㎝×横 6.0㎝） 2万円 

「ご協力・ご協賛団体一覧」への団体・社名の記載 1万円 

 

【お申込み期限】 

6月 28日(金) 

【お問合わせ先】 

ふれあいフェスティバル in北播磨実行委員会事務局 

TEL:0795-42-9350 FAX:0795-42-7535 

販路開拓に取り組む小規模事業者を応援！ 

 「小規模事業者持続化補助金」 
 一次公募〆切は6月28日まで! 

  小規模事業者が、商工会の助言等を受けて経営計画を作

成し、地道な販路開拓の取り組みを応援するのが「小規模事

業者持続化補助金」です。すでに公募となっており、申請に

は、これからの事業展開をまとめた「経営計画書」の作成が必

要となります。 

 公募の詳細・締め切り日が決まりましたので、お早目に職員

までご相談ください。 

 

【公募締め切り日】 

 

一次締め切り ６月 28 日(金)まで 

二次締め切り 7 月 31 日(水)まで 

 

【対象者】 

 小規模事業者 

※従業員 20名以下(商業・サービス業は 5名以下)の事業者 

 

【対象事業】 

 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓や業務

効率化（生産性向上）などによる売上拡大の取り組み 
 

 （例えば・・・） 

 ・販路開拓用のチラシやホームページ作成、PR広告 

 ・新商品の開発、商品パッケージのデザインリニューアル 

 ・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 

 ・集客力を高めるための設備導入や店舗改修費用 

 ・業務効率化（生産性向上）の取り組み など 

  ●ホームページ作成費用は、昨年度までは『IT補助金』の 

  対象経費でしたが、今年度は対象外となっています。 

  ホームページ作成を検討されている方は、この補助金が対 

  象となります。 

 

【事業実施対象期間】 

 交付決定日以降～12月までの取り組み 

※交付決定日以前の取り組みは認められません。 

※12月末までに支払いが完了した経費が対象になります。 

※この期間中の販路開拓の成果を求められます。 

 

【補助上限額】 

 1件あたり 50万円（補助率：2/3） 

 

【担当：全職員】 

 

 

ひょうごの祭典で事業所ＰＲ！ 

ふれあいフェスティバル広告募集！！ 

商工会の金融相談日 
『一 日 公 庫』 

 
  『一日公庫』とは、商工会館で日本政策金融公庫の担当

者と面談していただき、即日決裁が可能となる融資相談会の

ことです。（案件により即日決裁できない場合もあります。） 

 資金調達にぜひご利用ください。 

 【6/3現在：年利固定 2.16％～】 

 

【日 程】 7 月26 日(金) 11:00～ 

【場 所】 多可町商工会（中コミュニティプラザ内） 

【申込締め切り日】 7月 19日(金) 

 

※事前の申し込みが必要ですので商工会までご連絡ください。 

【担当：横畑】  

 



【事務局長】 後藤 泰樹（経営支援課長⇒事務局長） 

【新規採用】 松本 裕輔（正規採用） 

【新規採用】 吉田 純平（正規採用） 

 

 

本年 1 月から 6 月分の源泉所得税（納期の特例分）の納

付期限は 7月 10日(水)となっています。 

 納付税額が発生しない場合でも、税額０円の納付書を作

成して税務署に提出する必要があります。 

 商工会では、下記の通り相談日を設けておりますので、お気

軽にご相談ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【日 程】 ７月１0 日(水)まで（土・日を除く終日） 

【場 所】 多可町商工会館 

【内 容】 源泉所得税（納期特例分)の納付に関する相談 

【持参物】 ●１～６月までの給与明細 

       ●源泉徴収簿 

       ●昨年の源泉所得税関係書類(源泉所得税関 

        係書類の綴り) 

       ●納付書(毎年末に税務署から届く住所・氏名     

        等が印字済のもの） 

※納付書がない場合は、すぐに商工会へご連絡ください。 

（再発行の手続きが必要です） 

※期日を過ぎると延滞税が掛かる場合もあります。 

【担当：経営支援課】 
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源泉所得税(納期特例分)の 
納付期限は 7月 10日(水)です！ 
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多可町ふるさとの夏まつり花火協賛募集！ 

２組限定でメモリアル花火協賛も募集！！ 

 

 

各種お問合せ 

 〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20 

 TEL：0795-32-2161  FAX：0795-32-1699 

 E-mail：shokokai@taka-cho.jp 

 【事 務 局長】 後藤 

 【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・松本・杉本 

 【業務推進課】 足立・金高・遠藤・石塚・吉田 

 

  夏の風物詩となりました「ふるさとの夏まつり」では、多可町

ならではの大きな花火を上げられるよう協賛者を募集してい

ます。ぜひとも皆様のお力添えをよろしくお願いします。 

 

【花火協賛】 受付 7月 31日 17：00 まで 

 個人一口 1,000円から 

 企業一口 5,000円から 

※5,000円以上で夏祭り会場にてお名前を放送します。 

 

【メモリアル花火協賛】 受付（先着順）  

７月８日 9:00 から 7月 16日 17：00 まで 

1組 100,000円（２組限定） 

※100,000円分の花火を花火師と一緒に創作できます。 
  

【開 催 日 程】 8月 15日(木) 18：30～21：00 

※荒天気時中止 

（中止の場合、協賛金は多可町共通商品券でお返しします。） 

【開 催 場 所】 加美プラザ周辺 

【お問合わせ先】 多可町ふるさとの夏まつり実行委員会 

（事務局 多可町役場商工観光課） 

TEL:0795-32-4779 FAX:0795-32-3814 

 

事務局新体制に関するお知らせ 
～令和元年６月１日から新体制となりました～ 

◆吉田から皆様へメッセージ◆ 

 前職では営業職として勤めておりました。今までの経験を活

かして、皆様と一緒に多可町の魅力を発信していきたいと思っ

ています。分からない事ばかりですが、精一杯皆様のお力にな

れるように頑張りますので、よろしくお願い致します。 

◆松本から皆様へメッセージ◆ 

実家は多可町にありますが、今年父が他界し、母が一人で

住んでおります。母が心配でしたが、こうして毎日地元に来さ

せていただき、働けることは大変嬉しく思っております。皆様の

お役に立てるように頑張りますので、よろしくお願い致します。 

 

 

経営革新セミナー 開催告知 
やるべきことが見えてくる「新事業チャレンジ塾」 

 「経営課題に何から着手すべきか」、「新たな事業を展開した

い」、「既存事業の行き詰まりを打開したい」、「我が社の『強

み』をもっと活かしたい」といった思いを、経営計画作成支援で

応援します。詳細は後日案内します。 

【日 程】 7 月19 日(金)  19:00～ 

【場 所】 多可町商工会館          【担当：横畑】 

後 
藤
事
務
局
長 

商工会入口 

◆後藤から皆様へメッセージ◆  

平素より会員の皆様には大変お世話になっております。こ

の度の人事により事務局長の大役を仰せつかりました。私自

身、浅学菲才でありますが、会員ファーストの精神で全力を

尽くして参る所存ですので、皆様には引き続きご指導ご鞭撻

のほど宜しくお願い申しあげます。 

 


